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概 況

１

（１）相談の窓口

（２）消費者行政担当職員、消費生活相談員

～全自治体（1,837）のうち、相談の窓口がないのは４１３～

～消費生活相談員は2,800人、担当職員は5,190人～

（３）消費生活相談員

１日７時間換算／円 

都道府県 政令市 市 区 町 村 

9,432 10,827 10,428 15,528 10,299 9,346 

 

 全体 都道府県 政令指定都市 市区町村 

制限有（％） １８．３％ ３１．８％ １２．１％ １４．２％ 

制限無（％） ８１．７％ ６８．２％ ８７．９％ ８５．８％ 

 

 全体 都道府県 政令指定都市 市区町村 

平均更新回数

（回） 
５．５ ６．５ ３．０ ４．９ 

 

①消費生活相談員の位置付け

④報酬額（日額、７時間勤務換算。法人委託、個人委託を含む）

②非常勤の相談員の雇用期間の更新回数制限の有無

③非常勤の相談員の更新可能回数

単位：億円 

狭義の消費者行政予算 広義の消費者行政予算 

平成20年度

（最終予算）

平成21年度

（当初予算）
前年度差 

平成20年度

（最終予算）

平成21年度

（当初予算）
前年度差 

都道府県 ４２．３ ４５．６ ３．３ ５７．１ ６１．４ ４．３ 

政令指定都市 １５．５ １６．１ ０．６ ２０．２ ２１．７ １．５ 

市区町村 ４３．０ ４５．３ ２．３ ４５．６ ４８．１ ２．５ 

総計 １００．８ １０７．０ ６．２ １２２．９ １３１．１ ８．３ 

 

～減少が続いてきた消費者行政予算が平成21年度は増加に～

（４）消費者行政予算

（注）「消費者安全法」で規定する、①週４日以上開所、①消費生活相談員等の配置、③電子情報
処理組織その他の設備（PIO-NET）を配備、を満たす「消費生活センター」。昨年度までの調査では、
週４日以上開所を「消費生活センター」としていた。

平成21年４月１日時点 

都道府県 政令指定都市 市区町村 合計 

自治体数 ４７ １８ １，７７２ １，８３７ 

 

消費生活に関する相談の窓口

を設置している自治体数 
４７ １８ １，３５９ １，４２４ 

うち、「消費生活センター」

設置自治体数 
４７ １８ ３４９ ４１４ 

相談窓口未設置自治体数 － － ４１３ ４１３ 

 

「消費生活センター」数 １２３ ２６ ３５２ ５０１ 

【参考】昨年度基準の 

「消費生活センター」数 
１４５ ２７ ４２６ ５９８ 

【参考】昨年度基準の 

「消費生活センター」数 

（平成20年４月１日時点） 

１４８ ２０ ４１８ ５８６ 
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平成21年４月１日時点、人

 都道府県 政令指定都市 市区町村 合計 

自治体数 ４７ １８ １，７７２ １，８３７ 

消費者行政担当職員数 １，０６２ ２３７ ３，８９１ ５，１９０ 

 うち、専任職員数 ７９６ ２２２ ４７６ １，４９４ 

 うち、兼務職員数 ２６６ １５ ３，４１５ ３，６９６ 

消費生活相談員数 ７１４ ２４７ １，８３９ ２，８００ 

 うち、資格相当保有者 ５４０ ２３５ １，３６５ ２，１４０ 

 うち、資格相当未保有者 １７４ １２ ４７４ ６６０ 

 

 定数内 

（常勤職員） 

定数外 

（非常勤職員）
法人委託 個人委託 

相談員数（人）
７５人 

（2.7％） 

２，１２０人 

（75.7％） 

４４８人 

（16.0％） 

１５７人 

（5.6％） 
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消費生活センター、相談窓口

２

（１）「消費生活センター」の地域別設置状況（全自治体）
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（２）「消費生活センター」の人口規模別設置状況（市区町村）
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～地域によって、県と市町村の「消費生活センター」の割合は大きな差～

～人口３万人未満で設置率は１ケタ～

（備考）
消費生活センター設置率：「消費生活センター設置自治体数」÷「自治体数」 （人口規模別）

「相談窓口」未設置自治体の人口規模別状況（市区町村）

～４１３の自治体では「相談窓口」が未設置～
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（３）「相談窓口」未設置自治体の地域別状況（市区町村）

～東北、中部、四国で未設置割合が相対的に高い～
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「相談窓口未設置」の基礎自治体

の人口の合計は、約652万人

人口３万人未満では36.9％
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消費者行政担当部署・職員

３

「専任職員」の配置状況（政令市除く市区町村）

（５）兼務職員の消費者行政に係る事務ウェイト（政令市除く市区町村）

～人口５万人未満では専任職員の割合は５％を下回る～

～小規模な自治体ほど事務職員の消費者行政のウェイトは低い～

（１）専管部署の設置状況（都道府県・政令指定都市）

～都道府県でも専管「課」以上を設置している割合は約４分の１に止まる～
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（３）消費者行政担当職員の専任・兼務状況
（都道府県・政令指定都市）

～都道府県では約７割５分、政令市では９割強が専任職員～
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 なし 係 室 課 部局 

都道府県 １ ２８ ６ １１ １

政令指定都市 ０ ６ ０ １２ ０

 

（２）専管部署の設置状況（政令市除く市区町村）

～小規模な自治体では、専管部署はほとんど設置されていない～
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